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補助金の交付申請又は受給される皆様へ 

 

本事業の補助金については、国庫補助金を財源としております。社会的に

その適正な執行が強く求められるものであり、補助金に係る不正行為が発覚

した際には厳正に対処しております。従いまして、本事業の補助金に対し交

付申請をされる方におかれましては、以下の事項について十分ご認識いただ

いた上で、補助金の申請又は受給を行っていただきますようお願いします。  

 

 

1. 「物流拠点機能強化支援事業費補助金事務局」（以下、「事務局」とい

う）に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記

述を行わないでください。  

 

2. 偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場

合には、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。 

 

3. 上述の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交

付決定の取消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった

額に加算金（年 10.95％の利率）を加えた額を返還していただくこと

になります。併せて、国土交通省から新たな補助金等の交付を一定期間

行わないこと等の措置を執ると共に、当該事業者の名称及び不正の内容

を公表させていただきます。 

 

4. なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）の第２９条から第３

２条において、刑事罰等を科す旨規定されています。 
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Ⅰ．事業の内容 

１．本事業の目的 

 【物流拠点機能強化支援事業費補助金】 

 この補助金は、災害時のサプライチェーンの確保と災害対応能力強化のため

に営業倉庫やトラックターミナル等の物流拠点に非常用電源設備の導入を行う

事業や、ラストマイルにおける円滑な支援物資輸送体制の構築・強化を促すた

めに地方公共団体と物流事業者等の官民が連携して行う支援物資輸送訓練（以

下「間接補助事業」という。）に要する経費の一部を補助する事業に補助金を

交付することにより、災害時や電力不足時における電源機能の維持や各地域の

実情に応じた災害時の円滑かつ迅速な支援物資輸送体制の確保を図ることを目

的としています。 

 

【非常用電源設備の導入補助事業】 

災害時や電力不足時においても、サプライチェーン上における物流拠点にお

いて電源機能を維持し、迅速かつ円滑な物資輸送体制を確保することが必要で

ある一方、非常用電源設備は、導入費用の高さ等を考慮すると、自助努力で導

入することは企業にとって大きな負担となっています。 

そのため、本事業では、災害対応能力の強化を図るために非常用電源設備の

導入支援を行い、物流拠点において電源機能を維持し、迅速かつ円滑な物資輸

送体制の確保を目指します。 

 

２-1．補助対象事業者の要件 

 交付規程第３条で定める地方公共団体（都道府県又は市区町村をいう。以下

同じ。）と物流事業者（貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者、鉄道事

業者、海上運送事業者、港湾運送事業者、航空運送事業者、倉庫事業者及びト

ラックターミナル事業者をいう。以下同じ。）、物流不動産開発事業者等で構

成する協議会等とします。少なくとも都道府県又は市区町村、物流事業者等の

２者が構成員となっていることが確認できれば、協議会の形式は問いません。 

なお、協議会においては、以下５つ（[1]～[5]）について合意しているもの

とします。 

[1] 物流事業者等は、災害時等に地方公共団体等から協力要請があった場合に

は、対応可能な範囲内で協力すること。 
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[2] 地方公共団体と物流事業者等は、災害時等における施設利用協定を締結す

ること。 

[3] 物流事業者等は、地方公共団体が行う訓練に参加すること。 

[4] 物流事業者等は、地方公共団体が行う災害時等の施設利用に関する調査に

協力すること。 

[5] 地方公共団体は、非常用電源設備の導入に係る協議会負担額のうち、国が

交付した額の 1/2 以上に相当する額を負担すること。 

 

 

 ※ 次のいずれかに該当する事業者を含む協議会は対象外とします。 

 国土交通省からの補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられて

いる事業者 

 交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事

項に該当する者（誓約事項に違反した場合、交付決定の全部又は一

部を取り消すことに留意すること） 

 

２-2．補助対象施設の要件 

 交付規定別表第１第１欄で定める営業倉庫、トラックターミナル、貨物自

動車運送事業者の集配施設、貨物利用運送事業者の保管等施設、物流不動産で

あって、以下 6 つ（[1]～[6]）の基準を満たす施設とします。 

[1] 新耐震基準に適合した施設であること（昭和 56 年 6 月 1 日以降に耐震

補強工事を行った施設を含む。） 

[2] 屋根があること（エアテント等の代替措置によることも含む。） 

[3] フォークリフトを利用できるよう床の強度が十分であること 

[4] 12ｍトラック（大型）が敷地内に進入でき、荷役作業を行う空間が確保で

きること 

[5] 原則として浸水地域外にある施設であること 

[6] 避難所となる行政庁舎、学校、体育館ではないこと 

 

※ 「首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（令和７年６

月 30 日）」第５章 9. (2) ①の広域物資輸送拠点の選定に係る考え方に

準拠 
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３．本事業のスキーム 

 

 

 

 

 

※間接補助事業者：補助対象事業者が本事業を行う場合に使用する名称（交付

規程第３条） 

 

４．補助対象事業 

本事業の補助対象事業は、地方公共団体と物流事業者等で構成する協議会等

が物流拠点において非常用電源設備を導入する際に要する経費の補助を行う事

業です。 

５．補助対象期間 

(1) 補助対象事業の事業開始年月日 

交付決定年月日を補助対象事業の開始年月日とします。 

  

(2) 補助対象事業の事業完了年月日 

補助対象設備の設置が完了し、施工業者への支払いが完了した日を事業完

了年月日とし、遅くとも事業完了年月日は令和９年２月 1０日（水）としま

す。 

  補助対象経費の支払方法は、金融機関による振込とします。 

事業完了年月日から起算して 30 日以内又は令和９年２月 1０日（水）の

いずれか早い日までに「物流拠点機能強化支援事業費補助金に係る完了実績

報告書」（交付規程第 9 号様式）（以下「第 9 号様式」という。）等必要

な書類全てを提出してください。 

補助金の額の確定は、受理した実績報告書から順次行うため、事業完了後

に速やかに提出してください。 

申請時の事業完了年月日は厳守してください。遅延の場合、補助金が支払

われない場合があります。 

やむを得ない理由により事業完了の遅延が見込まれる場合は、速やかに報

告し、指定された書類を提出してください。 

  

間接補助事業者（協議会等） 

 

 

 

 

 

物流事業者等 地方公共団体 物流拠点機能強化支援事業費補助金

事務局 

申請 

国費による補助 

（事業費の 1/2 以内） 

負担 

（国費の 1/2 以上） 

負担 
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６．補助対象事業経費 

(1) 補助対象となる経費は表Ⅰのとおりです。 

表Ⅰ 補助対象経費一覧 

項目 内容 

設備費 非常用電源設備（太陽光発電設備を除く）の購入に

係る費用 

工事費 非常用電源設備の設置及び使用開始に必要な設計・

工事等に係る費用（太陽光発電設備に係る費用を除

く） 

 

(2) 補助対象外の経費は以下のとおりです。 

① 表Ⅰに定めた補助対象経費のうち消費税及び地方消費税相当額 

② 補助の申請等に係る事務経費 

③ 補助対象経費のうち、他の同種補助事業等において申請した経費 

④ 補助事業の実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

⑤ その他補助事業に関係のない経費 

 

７．補助率及び補助金上限額 

補助率、補助金上限額は表Ⅱのとおりです。なお、申請が予算額を上回った

場合や完了実績報告の審査結果により、要望額全てに対して交付しない場合が

ありますのでご了承ください。 

なお、申請が予算額を上回った場合は、事業の実施方法等について、本事業

の成果を高めるための効果的な工夫が見られる申請に対して、優先して配分を

する場合があります。 

また、災害時や電力不足時における電源機能の維持や各地域の実情に応じた

災害時の円滑かつ迅速な支援物資輸送体制の確保をする目的を達成するため、

国土強靱化地域計画に本事業が位置付けられている場合は、優先的に採択され

ます。 

 

表Ⅱ 補助率及び補助金上限額 

補助対象事業 補助率 １事業者あたりの補助金上限額 

非常用電源設備の導入補

助事業 

1/2 以内 1,500 万円 
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Ⅱ．申請方法 

１．公募 

公募情報は、国土交通省 Web サイト、物流拠点機能強化支援事業費補助金

事務局（執行団体：NTT データ経営研究所）Web サイトに掲載しますのでご

確認ください。 

 

２．公募期間 

 令和 8 年 5 月 2２日（金）～令和８年９月３０日（水）【必着】 
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申請書類の準備 

申請手続き 

補助金交付申請書の提出 

交付決定 

事業開始 

契約・発注 

事業実施 

事業完了 

実績報告書の提出 

補助金支払請求書の提出 

額の確定通知 

審査・採択 

３．事業実施スケジュール 

 

時期 補助対象事業者 事務局 

■公募期間 

令和８年５月 2

２日～９月 30

日 

【必着】 

 

  

■交付決定 

 申請から順次 

 

■事業開始 

（交付決定後） 

 

 

 

 

 

■中間報告 

 

■事業完了 

令 和 ９ 年 ２ 月 １ 0

日 

■実績報告期限 

事業完了日から

30 日以内もしく

は令和９年２月

10 日のいずれか

早い方 

 

 

  

  

中間報告 

補助金の支払 
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４．申請方法 

(1) 公募要領等の内容確認 

  国土交通省 Web サイト、物流拠点機能強化支援事業費補助金事務局 Web

サイトに掲載されている公募要領、交付規程、申請様式をご確認ください。 

 

(2) 申請書類の作成 

  物流拠点機能強化支援事業費補助金事務局 Web サイトから「物流拠点機

能強化支援事業費補助金に係る交付申請書」（交付規程第１号様式）（以下

「第１号様式」という。）等の様式をダウンロードして申請書を作成し、か

つ必要な添付書類を用意してください。 

 

(3) 日付と文書番号の記入 

① 日付には書類を作成した日を必ず記入してください。 

② 「第 号」は申請者の社内で作成した書類等に付される文書管理上の

番号です。文書番号を付さない場合は記入不要です。 

 

(4) 申請方法・申請先 
  公募期間内に申請書類一式を郵送もしくは電子メールにてご提出くださ

い。 

 

  【申請先】 

   ＜郵送の場合＞ 

    〒102-0093  

東京都千代田区平河町２丁目７−９ JA 共済ビル 9 階 

「物流拠点機能強化支援事業費補助金事務局」 

（執行団体：NTT データ経営研究所）」あて 

 

   ＜電子メールの場合＞ 

    「logi-support@nttdata-strategy.com」あて 

※ 電子メールの件名の冒頭に必ず「【申請】物流拠点機能強化支

援事業費補助金」と付記してください。 

※ 電子メールの受信後、事務局から受信確認のメールを送付しま

す。受信確認のメールが資料提出日から起算して３開庁日を経

過しても届かない場合は、上記メールアドレス宛に状況を照会

してください。 
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(5) 申請時の提出書類一覧 

表Ⅲ 申請時提出書類一覧 

提出書類 部

数 

書

類 

様

式 

備考 

第 1 号様式 補助金交付申請書 １ 有  

第１号様式別紙１ 事業計画 １ 有  

第１号様式別紙２ 経費内訳 １ 有  

第１号様式別紙３ 宣誓書 1 有 2-1.の合意事項につ

いての宣誓書を、地

方公共団体（都道府

県又は市区町村）及

び物流事業者の代表

者の連名でご提出く

ださい 

第１号様式別紙 4 協議会等設置要領 １ 有  

第１号様式別紙 5 補助対象事業実施

体制及び人員配置

等状況が分かる資料 

１ 有  

設備費 見積書（写） １ 無 ※３社以上の見積を

提出すること 

工事費 見積書（写） １ 無 ※３社以上の見積を

提出すること 
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５．審査及び交付決定 

(1) 審査 

 審査は交付申請書類に基づいて行います。必要に応じてヒアリング及び現

地調査を実施するほか、追加資料の提出を求めることがあります。 

① 補助事業者の応募資格の内容を満たしているか。 

② 提案内容が交付の対象となりうるか。 

③ 提案内容が本事業の目的と合致しているか。 

④ 事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。 

⑤ 事業を遂行するための資力、資金調達能力を有しているか。 

⑥ 事業規模及び継続性が適切か。 

⑦ 事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工

夫が見られるか。 

⑧ 本事業の関連分野に関する知見を有しているか。 

⑨ 本事業を円滑に実施するために、事業規模等に適した実施体制をとっ

ているか。 

⑩ コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目

を過不足なく考慮し、適正な積算が行われているか。 

 

(2) 交付決定 

交付決定は「物流拠点機能強化支援事業費補助金に係る交付決定通知書」

（交付要綱第 2 号様式）（以下「第２号様式」という。）により申請者に通

知します。「予算執行等に係る情報の公表等に関する指針」（平成 25 年６

月 28 日内閣官房行政改革推進本部事務局）に基づき、交付決定内容（補助

金交付先名、交付決定額）の公表を行います。
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Ⅲ．事業の実施 

１．補助事業の開始から完了までの流れ 

(1) 補助対象事業の開始 

① 契約・発注等の時期 

補助対象事業に係る契約及び発注等は交付決定後に行ってください。交

付決定前に発注等を完了させた事業は補助金の交付対象外となります。 

 

② 契約・発注等の方法等 

物品の入手、費用の発生に係る売買、請負その他の契約をする場合は、

原則として一般の競争等に付してください。一般の競争等に付することが

著しく困難又は不適当である場合（この場合、確定検査時に理由書の提出

を求めます。）を除き、３者以上の競争により決定してください。ただ

し、一般的な市販品においてメーカー、販売店のホームページ等で商品価

格が確認できる場合は２者による競争で構いません。 

 

(2) 補助対象事業の計画変更等 

① 計画変更・事業の中止又は廃止 

補助対象事業者は、交付決定通知を受理後、補助対象経費の区分ごとに

配分された額を変更する場合や補助対象事業の内容を変更しようとする場

合、もしくは補助対象事業を中止又は廃止しようとする場合は、交付規程

等に従って、事前に承認を得る必要があります。変更等が見込まれる場合

には必ず事前に事務局までご相談いただき、「物流拠点機能強化支援事業

費補助金に係る計画変更承認申請書」（交付規程第 4 号様式）を提出して

ください。手続きを行わずに変更を行った場合は交付取消となることがあ

ります。 

   

② 事故報告 

交付決定を受けた後、自己の責任によらないと認められる理由により、

補助対象事業実施期間内の事業完了が困難であることが見込まれる場合に

は、「物流拠点機能強化支援事業費補助金に係る事故報告書」（交付規程

第 7 号様式）を提出してください。 

 

 

(3) 中間報告・中間現地確認 
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 補助対象事業者に対して、補助対象期間における事業の適正な執行状況及

び進捗状況を確認するため、中間報告を求めることがあります。 

 

① 中間報告 

補助対象事業者は、事務局が別に定める期日までに以下の書類を提出し

てください。 

 

② 中間報告書類の提出 

中間報告に必要な書類は以下のとおりです。 

(ア) 物流拠点機能強化支援事業費補助金に係る補助事業経費の使用状況

報告書（交付規程第 8 号様式） 

(イ) 補助対象経費毎の契約書（写） 

(ウ) 補助対象経費毎の納品書（写）又は請求書（写） 

(エ) 補助対象経費毎の振込明細書（写） 

※ 中間報告までに支払いが完了していない場合は、実績報告時に提

出すること。 

 

③ 中間現地確認 

提出された中間報告書類については、その内容を確認することを目的と

し、補助事業で使用する資機材等を導入及び稼働している現地にて調査を

実施する場合があります。また採択事業による取組が他地域等の取組の参

考になるよう国土交通省 Web サイト等で各取組状況を公表することがあ

ります。 

 

(4) 補助対象事業の完了 

補助対象設備の設置が完了し、施工業者への支払いが完了した時点をもっ

て補助対象事業の完了とします。補助対象事業者は、令和９年 2 月 10 日

（水）までに補助対象事業を完了させてください。支払条件は金融機関によ

る振込としてください。（割賦払いや手形払いは不可とします。） 
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２．実績報告から補助金の支払いまでの流れ 

(1) 実績報告及び補助金額の確定 

  補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から 30 日

以内又は令和９年 2 月 10 日（水）のいずれか早い日までに「物流拠点機能

強化支援事業費補助金に係る完了実績報告書」（交付規程第 9 号様式）（以

下「第 9 号様式」という。）を提出してください。 

  第 9 号様式による補助対象事業実施額の報告には、振込手数料は含めない

でください。振込手数料が含まれている場合は先方負担の場合、手数料を差

し引いた金額を補助対象経費とします。申請内容に沿った事業実施がされて

いないと判断した場合や適正な報告、第 9 号様式の提出がなされなかった場

合は補助金の支払いは行いません。 

 

(2) 現地検査について 

  事務局は、第 9 号様式を受理した後、書類の審査及び必要に応じて現地検

査を行います。第 9 号様式が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件

に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その結果を

「物流拠点機能強化支援事業費補助金に係る補助事業交付金額確定通知書」

（第 11 号様式）（以下「第 119 号様式」という。）にて通知します。 

 

(3) 補助金の請求・支払い 

  補助対象事業者は、第 11 号様式を受領後、速やかに「物流拠点機能強化

支援事業費補助金に係る補助金精算（概算）払請求書」（交付規程第 12 号

様式）（以下「第 12 号様式」という。）を提出してください。事務局は、

第 12 号様式を受領後、補助対象事業者に補助金を交付します。 
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３．「補助金の支払い」以降 

(1) 書類の保存義務 

 補助対象事業者は、補助対象事業に関する帳簿及び証拠書類を補助対象事

業の完了する日の属する年度の終了後５年間保存しなければなりません。 

 

(2) 補助金の返還、取消し、罰則等 

補助対象事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和 30 年法律第 179 号）」等に違反する行為等（例：他の用途への無断流

用、虚偽報告等）をした場合には、補助金の交付決定の取消し・返還命令

（加算金の徴収を含む。）、不正の内容の公表等を行うことがあります。ま

た、法令に違反していることが明らかな場合、当該法令による罰則の他、採

択取消、交付決定取消しや交付済み補助金の全額返還（加算金付き）等の処

分を受ける可能性があります。 
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Ⅳ．実績報告等の方法 

１．中間報告 

(1) 中間報告の方法  

① 事務局が指示する期日までに、「物流拠点機能強化支援事業費補助金

に係る補助事業経費の使用状況報告書」（様式 8）（以下「様式 8」

という。）及び補助対象経費に応じた提出書類（表Ⅳ）を提出してく

ださい。 

② 中間報告時に支払いが完了しておらず、振込明細書（写）が提出でき

ない場合は必ず事務局までご連絡ください。 

 

(2) 中間報告時の提出書類一覧 

表Ⅳ 中間報告時提出書類一覧 

提出書類 部数 書類

様式 

備考 

第 8 号様式 物流拠点機能強化

支援事業費補助金

に係る補助事業経

費の使用状況報告

書 

１ 有  

 契約書（写） １ 無 ※補助対象経費毎に

書類を提出すること  納品書（写） １ 無 

 請求書（写） １ 無 

 振込明細書（写） １ 無 
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２．実績報告 

(1) 実績報告の方法 

  補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から 30 日

以内又は令和９年２月 10 日（水）のいずれか早い日までに第 9 号様式と以

下の資料を提出してください。（事業完了年月日は遅くとも令和９年２月

10 日（水）とします。） 

 

(2) 実績報告時の提出書類一覧 

表Ⅴ 実績報告時の提出書類一覧 

提出書類 部数 書類

様式 

備考 

第 9 号様式 物流拠点機能強化

支援事業費補助金 

に係る完了実績報

告書 

１ 有  

第 9 号様式別紙１ 事業計画（実績報

告） 

１ 有  

設備費 見積書（写） １ 無 ※３社以上の見積を

提出すること 

工事費 見積書（写） １ 無 ※３社以上の見積を

提出すること 

 

３．提出先・お問合せ窓口 

 

 〒102-0093 東京都千代田区平河町２丁目７−９ JA 共済ビル 9 階 

物流拠点機能強化支援事業費補助金事務局 

（執行団体：NTT データ経営研究所） 

受付時間：平日 10:00～17:00（土日祝日及び年末年始を除く） 

電話：03-5676-5302 

メール：logi-support@nttdata-strategy.com 
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